
人権教育主事研修会（高・特）

１　目　的
　　「徳島県人権教育推進方針」に基づき、人権教育の理解と人権及び人権問題に関する認識を
深め、人権教育主事としての資質と実践力の向上を図る。
　　　徳島県教育大綱及び徳島県教育振興計画（第４期）との関連について
　　　重点項目Ⅲ－推進項目８－⑯人権教育の推進
　　　【関連する「とくしま教員育成指標」の資質・能力の項目】　
　　　　○素養「Ａ　使命感・倫理観」「Ｃ　社会性・コミュニケーション力」
　　　　○授業力・学習指導「Ｃ　授業実践力」
２　主　催
　　徳島県教育委員会　　
３　期　日
　　第１回　令和８年５月１５日（金）※小・中と高・特合同でオンラインにより実施
　　第２回　令和８年１１月２５日（水）　
　　第３回　令和９年１月２０日（水）
４　会　場
　　第１回　オンライン開催
　　第２回　鳴門渦潮高等学校
　　第３回　徳島県立総合教育センター（１階　ホール）
５　対象者
　(1) 職種　人権教育主事
　(2) 校種　高・特
　(3) 定員　５８名
６　内　容
　　「徳島県人権教育推進方針」に基づいた人権教育の推進
７　日　程
　(1) 第１回　令和８年５月１５日（金）
　　　１３：００～１３：２５　受付（接続確認）
　　　１３：２５～１３：３０　開会、イントロダクション
　　　　　　　　　　　　　　　人権教育課
　　　１３：３０～１５：００　講演　（演題未定・同和問題に関する内容)
　　　　　　　　　　　　　　　講師　BURAKU HERITAGE　運営者　上川　多実  
　　　１５：００～１５：１０　休憩
　　　１５：１０～１５：５０　人権教育の推進・充実について
　　　　　　　　　　　　　　　人権教育課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　１５：５０～１６：３０　リフレクション、閉会
　(2) 第２回　令和８年１１月２５日（水）※半日開催、日程は後日連絡　
　(3) 第３回　令和９年１月２０日（水）
　　　１３：００～１３：２０　受付（１階　エントランス）
　　　１３：２０～１３：３０　開会、イントロダクション
　　　　　　　　　　　　　　　人権教育課
　　　１３：３０～１５：００　講演（講師・演題未定）
　　　１５：１０～１５：５５　伝達事項
　　　　　　　　　　　　　　　人権教育課
　　　１５：５５～１６：００　リフレクション、閉会
８　準備物
　　筆記用具等、必要なものがあれば随時連絡
９　その他
　(1) 後日、参加者には要項を送付し、日程の詳細等についてお知らせします。
　(2) やむを得ず欠席する場合は、あらかじめ管理職（緊急の場合は本人）が担当者まで電話連
絡し、管理職は、速やかに欠席届(ＰＤＦ形式)を「徳島県教育委員人権教育課長」にメールに添
付して提出してください。送付は、学校代表メールアドレスもしくは管理職のメールアドレスか
ら行うようにしてください。欠席届の様式は、Plantの該当研修のページ又は、総合教育センター
のＷｅｂサイト（令和８年度研修講座一覧「とくしま教職員研修」３３ページを参照）からダウ
ンロードできます。
　　　　【送付先】人権教育課
　　　　　　　　　jinkenkyouiku＠g.tokushima-ec.ed.jp　
  (3) 研修当日、出発地又は研修会場までの経路を含む地域に、特別警報又は暴風警報、大雪警
報が発表されたことにより旅程に支障がでる場合は、管理職を通して電話連絡してください。欠
席の場合は(2)の手順に従ってください。
　(4) 研修にふさわしい服装で参加してください。
  (5) 研修当日、午前１０時の時点で研修会場を含む地域（総合教育センターの場合は「板野
町」地域、鳴門渦潮高等学校の場合は「鳴門市」地域）に、特別警報又は暴風警報、大雪警報が



発表中の場合は、その日の研修講座等は中止します。後日、振り替えて実施することはありませ
ん。
　
《担当者》　人権教育課　班長　清水　梨恵　０８８－６２１－３１９８


